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イ 管内の取組状況

http://www. maff.go.関東農政局では、ホームページ上でＧＡＰに関する専用ページ（

）を開設し、管内におけるＧＡＰの先進的な取組事例等jp/kanto/seisan/nousan/GAP.html

を提供し、ＧＡＰ取組の効果等を生産者のみならず、消費者、実需者等にも広く周知を行

った。

また、生産者、食品事業者、消費者の各立場からの意見交換を通じて、ＧＡＰの普及・

浸透を図るため、21年３月に埼玉県さいたま市で「平成20年度ＧＡＰシンポジウム」を開

催した。シンポジウムでは、生産者、食品事業者からＧＡＰの取組に関する情報を提供し

ていただき、その後、消費者団体を加えてパネルディスカッションを行った。パネルディ

スカッションでは、消費者団体から「ＧＡＰは難しいというイメージがあったが、今回参

加して、手を洗うなどの身近な取組から可能と理解できた。消費者にも生産者のＧＡＰ取

組を紹介していく必要があるものと感じた 、また、食品事業者から「消費者に安全・安」

心な商品を提供するため、生産者にもＧＡＰにぜひ取り組んでいただきたい。また、我々

も生産現場をよく知ったうえで、売り場で生産者の思いを消費者に伝えていくことが課題

であると感じた」等の意見が出されるなど、各立場からのＧＡＰの推進に向けた意見が寄

せられた。また、会場からは「農産物等の表示が混在しているので、一本化してほしい」

等の意見・要望があげられ、関心の深さが伺えた。

さらに、管内都県においては 「食の安全・安心確保交付金」を活用し、①ＧＡＰ推進、

協議会などの推進体制の整備、②ＧＡＰの導入・推進のための地域版マニュアルの策定、

③地域版マニュアル策定のための実証ほ場の設置等を行っている。また、農政事務所にお

いても、ＧＡＰをテーマとする消費者等との意見交換会を開催している。

このような取組により、20年７月末現在の管内のＧＡＰに取り組む産地は、145産地と

なっており、関東管内で作物の産地強化計画等を策定した、生産振興上の主要産地である

714産地の20％となっている。

今後、ＧＡＰに取り組む産地をさらに拡大していく必要がある。

事例： 茨城県行方市北浦みず菜部」の取組「
な め が た し

「行方市北浦みず菜部」は、行方市の北浦地域に

おける、みず菜生産者で組織する団体である。同団

体では、茨城県内における農薬使用に関する違反の

発生等をきっかけに、ＧＡＰ手法導入の必要性を認

。、識し 平成20年よりＪＡグループＧＡＰを導入した

ＧＡＰの取組では、出荷物への毛髪等の異物混入な

どの危害要因の排除と対応のため、生産現場での衛

生管理の活動を重点的に実施している。

、「 」 「 」取組開始以降 農産物を扱う から 食品を扱う

へと衛生面での生産者意識が向上するとともに、異

物混入やクレームが減少した。

衛生管理に気を配った作業風景

（写真提供：行方市北浦みず菜部）
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